
［対象施設：幼稚園、認定こども園（教育部分）］ ※ 利用者の年齢は、毎年度４月１日の前日の年齢により区分します。
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※ 多子軽減等の詳細については裏面に記載しておりますので、必ずご確認ください。

※ 保育料算定のもととなる市町村民税額は、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除の税額控除をする前の税額となります。

※ 就園奨励費補助金の支給対象となる私立幼稚園の保育料については、本表の金額が適用されません。保育料については、各施設にご確認ください。

※ 市内公立幼稚園及び市内公立認定こども園（教育部分）は、吹田市に保育料をお支払いいただくことになります。それ以外の施設については、各施設にご確認ください。

※ 市内公立幼稚園においては、別途、一時預かり利用料（一時預かりを利用された場合）を徴収します。また市内公立認定こども園（教育部分）においては、別途、

　給食費及び一時預かり利用料（一時預かりを利用された場合）を徴収します。
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平成２９年度（２０１７年度） １号認定子どもに係る利用者負担額（保育料）について

※ １号認定子ども…満３歳児以上の教育標準時間認定を受けた児童。

※［　　］内の数字は第２子カウントの対象となる児童が利用している場合に適用される利用者負担額です。詳しくは、裏面をご覧ください。

国の徴収基準額 本市の利用者負担額（保育料）
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